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【論説】

与党としての急進右翼ポピュリスト政党は「政府の質」に
如何なる影響を与えるか

──西欧の事例を中心として

東北大学大学院法学研究科法政理論研究専攻博士後期課程
譚　天

はじめに

　近年の西欧政党政治における最大の変化の 1つは、急進右翼ポピュリスト政
党 1（以下、「PRRPs」）がいくつかの国で政権入りもしくは閣外協力を果たし、
与党的地位を獲得したことである。その結果、それぞれの国においては、移民・
難民政策、社会政策など、広範囲にわたる政策分野に PRRPsの影響がますま
す濃厚に表れ始めている。
　これらの PRRPsの支持拡大の常套手段は、「政府の質」（QoG: Quality of 

Government）に対する大衆の期待と失望の「ギャップ」を利用することであ
る。実際に、「政府の質」が低い国・地域において PRRPsが躍進する傾向が見
られる。

1 PRRPsは 26種の定義、58種以上の特徴を抱えるとされる（Mudde 1996, p. 229）。
結果として、この政党群に関して 10種類以上の呼称が混在していることは現状であ
る（譚 2017, p. 215）が、本稿の主要な関心ではないために詳しく考察しない。なお、
本稿では最も広く受け入れられているミュデの定義（Ennser 2012, p. 156）を採用す
る。すなわち、PRRPsとは、「移民排斥主義」（nativism）、権威主義およびポピュリ
ズムという 3つの中核的なイデオロギーを持つ政党である（Mudde 2007, pp. 22-23）。
また、もう少し説明する必要があるのは、PRRPsはその中心的な定義として権威主義
があるが、民主主義と両立しないわけではない（Frantz 2018）、ということである。
なぜなら、ここで言う権威主義とは、「権威への服従」と「法と秩序」を強調する厳
格な「管理社会」（ordered society）への信念（Mudde 2007, pp. 22-23）という意味
を指しており、これは主流の保守政党の中核的なイデオロギーの 1つとも言えるから
である。要するに、PRRPsは民主主義の「病理的常態」（pathological normalcy）と
して、そのイデオロギーは主流政党のイデオロギーの急進的なバージョンに過ぎない
（Mudde 2010）。
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　それでは、「政治の刷新」を標榜してきたこれら PRRPsが与党化した場合、
このことは既成政治の「体質改善」に寄与するのだろうか？既存の研究は常に
PRRPsの主張を単なる「方便」として捉えるが、PRRPsの与党化が「政府の
質」に与える影響を測定することは、PRRPsの主流化を含む西欧政党政治の変
容の実態を解明する一助となるだろう。
　本稿の目的は、PRRPsが政策遂行の過程での「不偏性」（Impartiality）に示
される「政府の質」に対してどのような影響を与えうるのかを実証的に検証す
ることである。そのために、本稿は多様な専門家調査を利用するのみならず、新
聞やブログなど、幅広い情報源を活用し、定性的手法と定量的手法を交えつつ、
2000年代以降の西欧諸国 2において中央・地方レベルで与党の座を得たPRRPs

が、「政府の質」に及ぼした影響を総合的に検討する。
　以下、まず第 1節では「入力側」の政治過程と「出力側」の政治過程を区別
し、本稿の主要概念としての「政府の質」の定義を明確にする。続いて、第 2

節では与党化した PRRPsが「入力側」の政治過程に与えた影響を概観し、「出
力側」の政治過程に与え得る影響を議論する。さらに、第 3節において本稿の
仮説を立てて定量的に分析し、事例研究を通じて分析結果を検討する。最後に
第 4節では、結論を述べる。

第 1節　「出力側」の政治過程からみる「政府の質」

　「政治過程論」（Theory of Political Process）の父とも言えるアメリカ政治学
者アーサー・ベントリー（Arthur F Bentley）によれば、社会は特定の利益を
集約する多種多様な「団体」（groups）によって構成される。そして、これら
の団体が行政、立法や司法などの統治機関に圧力を加え、政策の立案、決定と
遂行を左右する（Bentley 1908; Truman 1955）。最も典型的な政治団体として
の政党は、選挙活動を通じて議会に進入し、代表される有権者の利益を反映す

2 すなわち、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイ
ツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スウェーデンならびにスイスという 11カ国
である。
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る政策を立案・決定するという「入力側」（input-side）の政治過程に参与する
一方、中央・地方レベルで与党の位置を獲得すれば、政策遂行といった「出力
側」（output-side）の政治過程に影響を発揮することもできるようになる。
　後者の「出力側」の政治過程は、ある政治体制の安定性と機能性を規定する
（Easton 1965, pp. 363-364; North et al 2013, pp. 112-115）。とすれば、「出力
側」の政治過程において、もし政府が法律を遵守し、公正、清廉かつ効率的で
あれば、そのガバナンスは良いものとされ（Kaufmann et al 2010）、市民の政
府機関や公務員への高い「政治的信頼感」（Political Trust）をもたらす（Della 

Porta 2000）。こうして、高い政治的信頼感が寄せられる政府はうまく機能し、
政治体制そのものも安定的である。実際、こういう「出力側」の政治過程にお
ける「良いガバナンス」（good governance）は「政府の質」の優劣を判断する
際に最も広く使用される基準の 1つである（Rothstein 2011, p. 8）。
　ただし、「良いガバナンス」はあまりにも曖昧な概念であり、構成要素の内容
や数などに関しては研究者の間に共通の認識が存在しない。結局、これに基づ
く各実証分析の結果は往々にして異なる（Rothstein 2011, p. 8）。事実、「良い
ガバナンス」の他には、「国家の脆弱性」（state fragility）（Marshall & Elzinga-

Marshall 2017）、「国家の正統性」（state legitimacy）（Haken et al 2018）と
いった別の指標があり、いずれも「政府の質」の評価基準として使用されるこ
とができる。
　以上から、「政府の質」の定義の偏狭性を回避し、実証分析における使用可能
なデータの多様性を確保するために、本稿ではより包括的で上位的な定義を採
用する。【図 1】に示されるように、「政府の質」は、「出力側」の政治過程にお
ける政府の「不偏性」の程度によって規定され、「不偏性」の程度が高いほど
「政府の質」が優れていると評価される。
　この「不偏性」とは、かつてマックス・ヴェーバーが理想とした「官僚制の
脱人間化」（de-humanization of bureaucracy ）に他ならない（Weber 2015）。
すなわち、官僚機構（政府）が「人的」（personal）もしくは「感情的」（emotional）
な要素に影響されず、既存のルールを厳格に遵守しつつ、政策を実行し、ある
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いは公共サービスを提供するならば、こうした官僚機構（政府）の「不偏性」
の程度は高いと考えられる（Barry 1995, pp. 13-19）。その結果、高い「不偏性」
を通じて腐敗と非効率の問題が改善できた政府は正統性を獲得し、「政府の質」
も強化される。要するに、「不偏性」の高さは「政府の質」の高さを保障する。
　もっとも、ここで言う「政府の質」が、あくまで「出力側」の政治過程に関
わる概念であることにはやや注意を要する。すなわち、「政府の質」は、政策遂
行にまつわる「手続き的正義」（procedural justice）を強調する反面、必ずし
も政策内容などに関する「実質的正義」（substantial justice）の存否から影響
を受けない、ということである 3。ジョン・ロールズ（John Rawls）によると、
政策遂行上の正義は政策結果の公平性の前提である（Rawls 1999, pp. 73-78）。
また、オットー・キルヒハイマー（Otto Kirchheimer）も、アメリカ、イギリ
ス、ソ連、旧西と東ドイツなどの国に対する考察から、民主主義の維持、既成
の政治体制の正統性と安定性の向上、そして社会の統合における「手続き的正
義」の肝要性を認めた（Starzinger 1962, pp. 1364-1369; Kirchheimer 2015）。

3 理論とは別に、現実において「政府の質」の優劣が「入力側」の政治過程に関わる
「実質的正義」との関係はもちろん深い。例えば、常に公正・公平な政策を立案・決
定できる政府の「質」は逆に低下する、ということが想像し難いのである。その上、
「政治過程論」によれば、そもそも「入力側」と「出力側」の政治過程は相互に影響
を及ぼしあうものであり、両者が一種の無限の循環過程を生成するという（秋山・上
岡 2018, p. 86-87）。しかし、本稿では上記の複雑な問題をこれ以上展開しない。

図 1　不偏性と「政府の質」

出典：筆者作成



241

千葉大学　公共研究　第 16 巻第１号（2020 年３月）

　ジェフリー・プレスマン（Jeffrey L. Pressman）とアーロン・ウィルダフス
キー（Aaron Wildavsky）の研究は、ある政策やプロジェクトがどれほど望ま
しいものであるとしても、それを実施する過程における政府の不正と無能によ
り、最終的に頓挫するか、当初の目的とはかなりかけ離れた結果を生じる可能
性が高いことを明らかにした。実際に、1960年代中葉の「オークランド・プロ
ジェクト」（The Oakland Project）の失敗は、アメリカ政府の能力を深刻な疑
念にさらし、アメリカの「連邦制」にさえ批判の矛先が向かった（Pressman 

& Wildavsky 1973）。
　さらに、ボー・ロートスタイン（Bo Rothstein）が提示した例も興味深い。彼
によれば、1991年に旧ユーゴスラビア連邦から独立したばかりの新生クロアチ
ア共和国は、建国当初に国内の少数派のセルビア人に対して極めて差別的な政
策を設けた。もともとセルビア人は自らの集住地域での文化的自治権と市民権
とは引き換えに、妥協的姿勢を取って差別的な待遇を受け入れるつもりであっ
た。にもかかわらず、その後にセルビア人を目標とする一連のテロ事件におい
てクロアチアの警察がセルビア人へ十分な保護を提供できなかったことに加え、
クロアチアの官僚機構はセルビア人を公平に扱えないことも明らかになった。結
果、セルビア人への「手続き的正義」の不在は内戦の勃発を加速させる重要な
要素の 1つとなった（Rothstein 2011, pp. 86-93）。逆に言えば、「手続き的正
義」による高い「政府の質」が国家内部の紛争発生の危険を抑え、既成の政治
体制の正統性と安定性を促進する（Öberg & Melander 2010）。
　本稿では、西欧において与党化した PRRPsが「不偏性」の程度に反映され
る「政府の質」に対して一体、どのような影響を与えうるのかを検証しようと
する。よって、次節では、まず、与党化した PRRPsが「入力側」の政治過程
における政策的影響力に関する先行研究を概観した上で、それらの政党が「出
力側」の政治過程における「政府の質」に与えうる影響を議論する。
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第 2節　政権与党としての PRRPsは何ができるのか？

2.1　PRRPs の政策的影響力―「ケルンテン・モデル」？

　PRRPsは現代の政党研究において最もよく研究された「政党群」（party 

family）の 1つである（Mudde ed 2017, p. 1）。特に 2016年以降、「ブレグジッ
ト」（Brexit）や「トランプ現象」をきっかけに欧米と日本で PRRPs研究は爆
発的に増加し（Inglehart & Norris 2016; 水島 2016）、現在までに、日本語と
英語の関連文献だけでも 800点を超える。しかしながら、その大半を占めるの
は、PRRPsまたはポピュリズム 4の定義と特徴、あるいは台頭の原因を探るも
のである。西欧の PRRPsはすでに 1990年代初頭には主流化し始めていたが、
それらの政党の政策的影響力に関する研究は相対的に少なく、「政府の質」への
影響についての研究はほとんど存在しないと言って良い。
　また、PRRPsの政策的影響力の「強弱」について、先行研究の観点は二分し
ている。
　ミヒャエル・ミンケンベルク（Michael Minkenberg）、ダンカン・マクドネ
ル（Duncan McDonnell）らによれば、多くの国では PRRPsが議会進出や政権
参画を実現したが、それらの政党はあまり政策上の成果を出せず、短期間で下
火になってしまった（Minkenberg 2001; McDonnell & Newell 2011）。同様、ア
ルベルタッツィらも与党としての PRRPsの多くは政権内において影響力を十
分発揮できないと結論を下した（Albertazzi & Mueller 2013）。これらの観点を

4 ミュデの定義に即してポピュリズムは PRRPsの中核的なイデオロギーの 1つであ
ると考えられる（Mudde 2007, pp. 22-23）が、両者は等しくない。既存の研究から見
れば、ポピュリズムを少なくとも「イデオロギー」（ideology）、「言説」（discourse）、
「政治的スタイル」（style）、「政策主張の類型」（policy）、「支持者のタイプ」（voter 
type）、「組織形態」（organizational structure）という 6つの側面から定義できる
（Taggart 1995; 吉田 2011, pp. 69-71; 水島 2016, pp. 6-8）。こうして、ポピュリズム
の定義の多様化により、学界には世界各地で起こっている新たな政治的現象のほとん
どがポピュリズムと混同される傾向があり、学問上の混乱を招いてしまう（Mudde & 
Kaltwasser 2017 = 2018, pp. 8-9）。本稿では定義をめぐる不毛な論争を避けてPRRPs
とポピュリズムの近接性を認め、時には事例として援用しつつ、両者の不同も強調し
ようとする。
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裏付ける好例は、1990年代以降、PRRPsの政権参画を何度も経験したイタリ
アであろう。
　西欧において初めて政権参画を実現した PRRPsは、1994年 5月 10日発足
のシルヴィオ・ベルルスコーニ（Silvio Berlusconi）を首班とする中道右派連
立政権の中の「北部同盟」5（LN: Lega Nord）である。この連立政権の成立は、
「反ファシズム」という戦後西欧において長らく続いてきた、政権の正統性を獲
得するための「大前提」の意味喪失を象徴することで、国内においてのみなら
ず、国際においてもイタリアは激しい批判にさらされていた。窮地に陥ったベ
ルルスコーニ連立政権は、「小さな政府」の下で経済の自由化と効率化を目指し、
失業率の低減と社会保障の充実を通じて「社会的連帯」を促進し、いわゆる「第
2のイタリアの奇跡」を実現するという包括的な政策プログラムを打ち出し、現
状を打破しようとした（Sznajder 1995）。しかしながら、第 1次ベルルスコー
ニ連立政権はあまり具体的な実績が上げられず、約半年間しか持続できなかっ
た。要するに、トム・ギャラガー（Tom Gallagher）が言うように、「第 1次ベ
ルルスコーニ連立政権が何をすべきなのかはまったく分からなかった」（Gallagher 

2000, p. 80）のである 6。
　また、最近のジュゼッペ・コンテ（Giuseppe Conte）を首班とする「五つ星
運動」（M5S: Movimento 5 Stelle）と L（N）の連立政権の政策的影響力も注
目を集めつつある。コンテ連立政権は「政治の刷新」を唱え、とりわけ金融・
5 1991年成立の地域主義の色彩が濃厚であった LNは、2010年代に入ってから「国
民政党化」が加速し、2018年 1月に党名を「同盟」（Lega）に変更した。本稿ではよ
く知られた日本語呼称、「北部同盟」を用いるが、イタリア語における党名の略称を L
（N)とする。また、第 1次ベルルスコーニ連立政権には、かつてのネオ・ファシズム
政党「イタリア社会運動」（MSI: Movimento Sociale Italiano）の後継政党「国民同
盟」（AN: Alleanza Nazionale）も含まれていたが、この時期の ANは中道右派の保守
主義政党へと転身しつつあったと思われる（高橋 2013, pp. 181-185）。
6 第 1次、第 2次と第 3次ベルルスコーニ連立政権とは対照的に、2008年～2011年
の第 4次ベルルスコーニ連立政権は、L（N)の中核的な主張の 1つである、いわゆる
「財政連邦主義」（Fiscal Federalism）を部分的に実現し、政策上の一定の成果を挙げ
たと思われる。ただし、移民・難民政策の厳格化、減税、経済の回復など、右派連合
が掲げた選挙公約の中にある他の政策目標を達成できなかったともされる。具体的に
は（Albertazzi & McDonnell 2015）を参照。
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財政政策をめぐってイタリア経済の「金融化」（financialization）問題を解決し
ようとした。だが、この新しい連立政権が採用した解決策は前政権の政策と基
本的に差異がなく、「金融化」などの経済的問題に直面した際に「構造的に無
力」であると指摘される（Bruno & Cozzolino 2019）。
　さらに、L（N）党首マッテオ・サルヴィーニ（Matteo Salvini）は選挙前に
イタリア政府の移民・難民と治安問題に関連する諸政策を抜本的に改革しよう
と有権者に強く訴えた。しかし、アフリカ難民を乗せた民間救助船の接岸拒否、
難民認定制度の見直しまたは公共の安全と秩序の維持の厳格化措置が盛り込ま
れた『緊急法律命令第 113号』の制定（2018年 10月 4日）、そして NGOの
人命救助活動の阻止を可能にする『国家安全保障追加法案』（通称『サルヴィー
ニ法』）の可決（2019年 8月 5日）など、移民・難民問題に関してはサルヴィー
ニが副首相兼内務大臣を務めるコンテ連立政権は従来より強硬な姿勢を示した
が、前政権の施策からの根本的な改変はなかったとも思われる（Palm & Barana 

2019）。
　結局、両党の間に移民・難民政策、インフラ政策または財政運営など、様々
な政策分野において意見の衝突が頻発し、イタリアとフランスを結ぶ高速鉄道
建設計画の是非をめぐって両党の対立が一層激化した結果、連立政権はおよそ
1年後の 2019年 8月 20日に終駕を迎えた。
　他方、中央・地方レベルで政権入りを果たした PRRPsの位置づけが、一般
的に他の主流政党の「ジュニア・パートナー」（junior partner）に過ぎない
（Zulianello 2019, p. 205）としても、それらが政策立案に間接的もしくは直接
的に大きな影響を及ぼしうると指摘する研究も存在する（Bale 2003; Schain 

2006; Bale et al 2010; Van Spanje 2010; Akkerman et al eds 2016）。
　PRRPsが何よりも影響力を発揮できるのは、その躍進の「原動力」とも言え
る「移民」（imigration）、「難民」（asylmn）、「少数民族」（minority）およびこ
れらの諸集団の「統合」（integration）問題と関連する政策分野であると推察
される。実際、オーストリア、デンマーク、フランス、イタリア、スイスなど
の西欧国家と、ポーランド、スロヴァキア、ルーマニアなどの中東欧諸国にお
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いては、中央・地方レベルで PRRPsが与党的地位を獲得したことにより、上
記の諸政策が厳格化する傾向が見られる（Akkerman & de Lange 2012; 

Akkerman 2012; Minkenberg 2015）。
　それだけでなく、政権に入った PRRPsが、失業保険や医療保険といった福
祉諸制度の受給資格要件の厳格化（Schumacher & van Kersbergen 2016; 

Falkenbach & Greer 2018）、言論・集会・出版の自由権の制限、あるいは同性
間・異人種間結婚の禁止など、自由民主主義の原則を侵害する行為に加担する
ことも想定される（Minkenberg 2001; Albertazzi & Mueller 2013）。
　与党化した PRRPsの広範囲にわたる政策的影響力を考察する際に「見本」と
なるのは、いわゆる「ケルンテン・モデル」（Kärnten Model）であろう。
　オーストリアの最南部に位置するケルンテン州は長い間、第 3の「陣営」7

（Lager）と呼ばれる「ナショナリズム陣営」（Das Nationale Lager）の牙城で
あった（Wandruszka 1977, pp. 369-421）。特に 1980年代後半から始まった
「オーストリア自由党」（FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs）の急進化を促
した、鍵となる人物のイェルク・ハイダー（Jörg Haider）は、1989年～1991

年と 1999年～2008年の約 12年間にケルンテン州首相の地位にあり、党の理
念と主張を十分に実践できる絶好機を手に入れていた。こうして州党代表時代
のハイダーは、ケルンテン州を地盤として強固な地方組織を構築し、後の党首
就任と FPÖの全国範囲での党勢拡大の基礎を築いた（古賀 2013）。また、FPÖ

のケルンテン州での執政経験と成果は、ハイダーや党自身への影響に限らず、そ

7 西欧諸国に比べてオーストリアの政党システムは異例なほど安定的である。その安
定性の背後には、19世紀末から形成してきた、社会的・文化的亀裂構造によって分断
した「キリスト教社会主義─保守主義」（Christlichsozial-Konservative）、「社会主義」
（Sozialistische）ならびに「ナショナリズム」という 3つの「陣営」が存在すること
は極めて重要であると指摘される（Wandruszka 1977, pp. 289-485）。3つの「陣営」
は戦後、それぞれ「オーストリア国民党」（ÖVP: Österreichische Volkspartei）、「オー
ストリア社会党」（SPÖ: Sozialistische Partei Österreichs）と「独立者同盟／オース
トリア自由党」（VdU: Verband der Unabhängigen / FPÖ）を組織し、各「陣営」の
有権者は、自らの「陣営」の政党に対して非常に高い帰属意識を持っていた。こうし
て、「陣営の心性」（Lager Mentality）と呼ばれる閉鎖的なサブカルチャーは安定的な
政党システムをもたらした（Plasser et al. 1992）。
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れ以降、西欧において中央・地方レベルで与党化した PRRPsの多くにとって
主要な「参照物」にもなった（Schain 2006, p. 270）。
　ハイダー州首相期にケルンテン州の移民・難民政策の厳格化は言うに及ばず、
政策的影響力が顕著に現れたもう 1つの政策分野は「社会福祉」である。1999

年～2008年の第 2次ハイダー政権においては、地代・家賃と水道光熱費への補
助金、60歳以上の「高齢母親」を対象とする年金、6歳以下の児童 1人当たり
に月額平均 5700シリングを支給する「児童小切手」（Kinderscheck）など、一
連の社会福祉政策が導入され、ケルンテン州はオーストリアにおいて最も充実
した家族手当制度を備えた地域となった（Röth et al 2018, pp. 343-344）。その
他、ハイダーはピラミッド型の官僚機構のフラット化、行政手続の簡素化ない
し公務員の服装規定のカジュアル化など、「出力側」の政治過程に関わる、いわ
ば「地方行政改革」にも着手した（Heinisch 2003, pp. 120-121; Heinisch & 

Marent 2016, pp. 14-15）。
　結果として、こうした「①移民・難民流入の規制強化+②手厚い社会福祉+

③行政システムの効率化」という、ハイダーが誇りとした「ケルンテン・モデ
ル」の成功により、彼は高い人気を維持し続けることができ、同時にこのこと
は PRRPsが「有能な与党」として大きな政策的影響力を揮う場合がある例証
となった 8（Heinisch 2003, p. 123; Mudde 2013, pp. 14-16）。
　以上、与党化した PRRPsが「入力側」の政治過程における政策的影響力に
関する既存の研究を考察した。これらの研究からは、政権参画を果たしたPRRPs

の政策的影響力の強弱は必ずしも簡単に概括できるわけではないことがわかる。
しかし、少なくとも地方レベルで与党化した PRRPsの政策的影響力はより強
く見える。また、「ケルンテン・モデル」の事例が示すように、これらの政党が
導入した施策の内容には部分的に「積極的」な要素さえ含まれると言えるだろう。
　続いて、中央・地方レベルで与党化した PRRPsが「出力側」の政治過程に

8 ケルンテン州の他、最近のブルゲンラント州（Burgenland）における SPÖと FPÖ
の連立政権、またはオーバーエスターライヒ州におけるÖVPと FPÖの連立政権の政
策的パフォーマンスについては、（Heinisch & Marent 2016）を参照。
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おける「政府の質」に与えうる影響を検討しよう。

2.2　PRRPs は「政府の質」に対して如何なる影響を及ぼしうるのか？

　前述のように、現在に至るまでの間に、PRRPs研究はすでに比較政治学の中
の「一大産業」へと成長したものの、西欧において続々と政権入りを実現しつ
つある PRRPsが「政府の質」にどのような影響を及ぼしうるのかについては、
既存研究で未だ明らかにされていない。
　他方、「政府の質」の優劣が PRRPsの興亡に大きく影響するということは、
幾人かの研究者の指摘するところである。
　例えば、ヨーロッパにおける左右両翼の「ポピュリスト政党」（populist party）
の勢力伸張と「政府の質」との関係を考察したマティアス・アガーヴェルク
（Mattias Agerberg）の論考によれば、「政府の質」の低い地域において有権者
の「政治的信頼感」が低下する。結局、政府に失望した有権者らは、「反エスタ
ブリッシュメント」・「反エリート」のポピュリスト政党に親近感を持つように
なり、これらの政党の選挙における躍進を促進した。こうした「政府の質」と
「ポピュリスト政党の勢力伸張」との間にある強い負の相関関係は、ヨーロッパ
諸国間だけでなく、ある国の各地域間におけるポピュリスト政党の支持率の「格
差」をも説明するという（Agerberg 2017）。
　また、アガーヴェルクの考察とやや類似するが、コンラート・ツィラー（Conrad 

Ziller）とトーマス・シューベル（Thomas Schübel）はヨーロッパの「PRRPs」
を対象として特定し、「政治的腐敗」（political corruption）とこの政党群の「成
功」との関係を分析した。彼らによれば、政治的腐敗行為に遭遇したという個
人的経験を持つ有権者は、政治制度全般への信頼を傷つけられ、その結果とし
て PRRPsを支持する傾向が強い（Ziller & Schübel 2015）。
　レンカ・ブスティコワ（Lenka Bustikova）は、考察対象をさらに「東欧の
PRRPs」に絞り込み、2000年代以降にそれらの政党が東欧諸国において大き
な人気を博した原因を探究した（Bustikova 2009）。「深刻な腐敗問題」、「政治
的アカウンタビリティの不在」ならびに「弱い法の支配」による「政府の質」
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の低下が、東欧における PRRPsの勢いを助長してきたという彼女の結論は、ア
ガーヴェルクとツィラーらの研究と呼応する。
　しかも近年、EU新規加盟の東欧諸国における「政府の質」の「向上→停滞
→低下」という趨勢変動は、EUそのものが内包する「機能不全性」と密接な
関係があり、EUはこれらの新規加盟国の「政府の質」に影響を与えることを
通じて PRRPsの台頭を間接的に促進したとの彼女の指摘も、注目に値する。
　しかしながら、上記の 3つの論考の指摘はある種自明のことでもあろう。な
ぜなら、「高潔で道徳的に純粋な人民」と「腐敗的で道徳的に堕落的なエリー
ト」を対置するような「ポピュリズム的な政治観」（Müller 2016 = 2017, p. 27）
は、PRRPsの本質的な特徴の 1つ（Mudde 2007, pp. 22-23）であり、既成政
治への信頼感が低い有権者は「政治の刷新」を標榜する PRRPsに動員される
可能性が高いと見られるからである。いずれにしても、「政府の質」の低下が野
党としての PRRPsの勢力伸張を促すという因果関係は大いに成り立ちそうで
あることが示された。
　もっとも、もし PRRPsがさらに次の段階に進み、政権の舵取りをするよう
になれば、これらの政党は「政府の質」に如何な影響を与えうるのか。この問
題は未だ研究者の強い関心事となっているようには思われない。
　クリストバル・ロビラ・カルトワッセル（Cristóbal Rovira Kaltwasser）と
ポール・タガート（Paul Taggart）によれば、PRRPsを含むポピュリズム的な
政治勢力の訴求の多くは一定の「妥当性」がある。なかでも、「人民 vs.エリー
ト」のような二元論的世界観と直接民主制的な考え方は案外、「人民をどう定義
すればよいのか？」と「統治者をどうコントロールすればよいのか？」という
2つの「民主主義のジレンマ」（democratic dilemma）に「完璧」な解決策を提
供すると思われる（Kaltwasser & Taggart 2016）。フィリップ・シュミッター
（Philippe Schmitter）も、「民主主義の再活性化」という、PRRPsなどの急進
的な政治勢力の与党化によってもたらされうるより楽観的シナリオさえ提示し
た（Schmitter 2006）。したがって、文脈がやや異なるとはいえ、最近のハンガ
リー、ラテンアメリカとギリシャ、そしてアメリカのポピュリズム政権が、そ
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れぞれの国の「民主主義の質」9（QoD: Quality of Democracy）に与えた影響
から、本稿の目的に照らして参考となる何らかの知見が得られるかもしれない。

2.2.1　東欧―ハンガリーの右翼ポピュリズム政権

　まず、ハンガリーについては、2010年以降のオルバーン（Orbán Viktor）政
権の下で、ハンガリーの民主制は「選出された独裁制（Elected Autocracy）」へ
と退化し、「民主主義の後退」（democratic backsliding）の「最悪のシナリオ」
（the worst-case scenario）として認識されている（平田 2014; Ágh 2016）。オ
ルバーンは強権的な政治手法を通じて、同性婚禁止といったカトリックの伝統
的な価値観の憲法への盛り込み、司法と中央銀行の独立性の侵害、マスコミに
よる報道の自由の規制強化、大学や研究機関の学術的な活動への介入など、自
由民主主義を破壊する一連の反動を繰り返した（萩野 2018 pp. 53-55; 

BalkanInsight 2019; Norris & Inglehart 2019, pp. 183-185）。
　また、これらの反動が「トリッキー」なのは、一見すると民主的な「参加型
ガバナンス」（participatory governance）の濫用が常套化している点である。
2010年以降のオルバーン政権はしばしば、「国民協議」（national consultation）
と称した世論調査を通じて政府の政策の妥当性をアピールしようとした。ハン
ガリーの「国民協議」は、直接的な政治参加を拡大することによって政府の信
頼感と正統性を向上させる上で有効である反面、そこから生み出される政策は
移民・難民政策の厳格化や、国内における主要な民族的少数派であるロマ人へ
の差別的な待遇の正当化などの問題も持つ。すなわち、オルバーン政権による
「参加型ガバナンス」の濫用は、現実的には自由民主主義の根幹にある「多元主

9 ラリー・ダイヤモンド（Larry Diamond）とレオナルド・モーリーノ（Leonardo 
Morlino）によれば、「民主主義の質」を判断する指標は、「法の支配」（rule of law）、
「参加」（participation）、「競争」（competition）、「水平的と垂直的なアカウンタビリ
ティ」（horizontal and vertical accountability）、「自由」（freedom）、「平等」（equality)
ならびに「応答性」（responsiveness）を含めるのである（Diamond & Morlino 2005 
pp. viii-xxxi）。実際、そのうちの「法の支配」、「アカウンタビリティ」、「応答性」と
いった、いわば「民主主義の手続き的な構成要素」（procedural component of democracy）
（Munck 2016）は「政府の質」の優劣を測定する指標としても使用可能である。
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義」（pluralism）の理念の後退と、ハンガリーの「民主主義の質」の顕著な低
下につながっているのである（Batory & Svensson 2019）。
　ハンガリーのオルバーン政権は決して特殊な事例ではなく、事実、右翼ポピュ
リズム政権の下でのポーランド（2005年～2007年；2015年～現在）、スロヴァ
キア（2006年～2010年；2016年～現在）などの中東欧国家においても「民主
主義の後退」という現象がよく見られたのである（Rosenbluth & Shapiro 2018, 

pp. 214-228）。

2.2.2　ラテンアメリカ―左翼ポピュリズム政権

　次に、ラテンアメリカについては、ロベルト・フーバー（Robert A Huber）
とクリスティアン・H・シンプ（Christian H Schimpf）は 1995年から 2009年
にかけてのラテンアメリカにおける 18カ国を対象に、主として左翼ポピュリ
ズム政権の存否が「民主主義の質」への影響を考察した。彼らによれば、「民主
主義の質」に対してポピュリズム政権が「二重の影響」（dual influence）を与
えうる。つまり、ポピュリズム政権は、従来から疎外されてきた社会集団を包
摂したり、幅広い社会階層の間の政治的・社会的連携を形成したり、見落とさ
れている争点を政治化したりすることにおいて「積極的」な役割を果たす場合
があるが、こうした政府の指導者は常に「抑制と均衡」の原則を破って権力の
集中化を進め、ひいては法律改正と政府機関の改組などを恣意的に行う傾向も
有している、ということである（Huber & Schimpf 2016）。
　フーバーとシンプの結論は他の事例研究によっても裏付けられる。例えば、
キャスリーン・ブルーン（Kathleen Bruhn）によれば、メキシコの代表的なポ
ピュリスト政治家、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール（Andrés 

Manuel López Obrador）は、メキシコシティ市長の任期中（2000年～2005年）
に政治家と有権者との直接的な接点をつくるために、市政府の政策立案の先に
住民投票を頻繁に行い、中下層、特に「下流老人」といった従来、十分に「代
表」されていなかった諸階層の政治的・社会的包摂をやり遂げたのである（Bruhn 

2012）。しかし、ベネズエラに目を転じると、1990年代末からのチャベス（Hugo 
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Chávez）政権の下で、行政部門への権力集中化が進み、反対勢力に対する抑圧
が強まり、立法・司法機関の審査を迂回する方法として国民投票が濫用され、大
統領権限の「巨大化」を目的とする憲法改正ができた。そして、「チャベス主
義」（chavismo）の「草の根」の性格はチャベス本人のカリスマ性と相まって、
ベネズエラにおけるクライエンテリズムの浮上と政治的パトロネージ・ネット
ワークの形成をもたらしたと思われる（Roberts 2012）。
　いずれにせよ、上記のハンガリーの事例と同様に、ラテンアメリカのポピュ
リズム政権もそれぞれの国の「民主主義の質」を著しく下げたことが実証され
ている。

2.2.3　南欧―ギリシャの左右両翼のポピュリズムによる「奇怪な同盟」

　さらに、ギリシャについては、欧州債務危機（2010年）以降、ギリシャはス
ペインとポルトガルと共に、いわゆる「デモクラシーの縮退」（retrenchment 

of democracy）を経験していた（横田 2015）。その過程の中で象徴的なのは、
2015年から約 4年半続いてきたギリシャにおける急進的な反緊縮政策を唱える
「急進左派連合」（SYRIZA: Coalition of Radical Left）と移民排斥主義を掲げる
「独立ギリシャ人」（ANEL: Independent Greeks）による、ヨーロッパ史上初
の左右両翼のポピュリスト政党を包含する連立政権の樹立 10であり、世間に衝
撃を与えた。
　「腐敗なエリートの打倒」、「社会的公正の実現」、「経済の回復」およびギリ
シャの「国際的地位の向上」を有権者に誓った（中島 2016）この連立政権の
政策的パフォーマンスはともかく、財政緊縮策への賛否を問う国民投票の質問
文と結果を操作した容疑、中央銀行の独立性を侵害する目論見、ジャーナリス
トの報道・表現の自由を脅かした言動など、連立政権による一連の事件は、ギ
リシャの民主主義の「退化」（degeneration）に対する社会の不安感を煽ったと

10 実際、中東欧の旧共産主義国において伝統的な左派政党とナショナリスト政党／
PRRPsによる連立政権の成立はよく見られる現象である。例えば、（Ishiyama 1998）
を参照。
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考えられる（Aslanidis & Kaltwasser 2016）。
　無論、こういう憂慮された事態は起こらなかったが、それでもハンガリーと
ラテンアメリカのポピュリズム政権のように、SYRIZAと ANELの連立政権は
ギリシャの「民主主義の質」を脅かす可能性は常に潜んでいたことも否定でき
ない。

2.2.4　アメリカ―トランプ政権

　最後に、アメリカについては、2016年の大統領選挙で選出されたドナルド・
トランプ（Dorald John Trump）と彼の支持者が、ポピュリズムとの親和性の
有無をめぐって研究者の間に論争がある（Bartels 2016; Norris & Inglehart 

2019; Potter et al 2019）。だが、少なくともトランプは、歴代アメリカ大統領
の中の「特異」な人物であり、彼の猛烈なメディア攻撃、露骨な人種差別・女
性蔑視の発言、または意図的な規範やルール違反といった特徴からすれば、フ
ランスのジャン＝マリー・ル・ペン（Jean-Marie Le Pen）、オーストリアのハ
イダー、イタリアのベルルスコーニなどの急進右翼・ポピュリズムの代表的な
政治家との相似性は疑いないだろう。
　大統領に就任して間もなく、トランプは裁判所、諜報機関、法執行機関など
の「審判機関」への攻撃と、「第四の権力」としてのマスメディア（Servan-

Schreiber 1972 = 1978）への圧迫を始め、さらに「選挙の健全性に関する大統領
諮問委員会」（PACEI: Presidential Advisory Commission on Election Integrity）
を設置し、共和党に有利な選挙制度の改革を目論んだ。スティーブン・レビツ
キー（Steven Levitsky）らによれば、トランプ大統領のこうした動きは、非民
主的な国でしばしば起こることである。アメリカの民主主義が即座に「衰退」
するほどの状況ではないものの、民主主義の「後退」が進行しつつあることは
確かであるとされている（Levitsky & Ziblatt 2018 = 2018, pp. 215-229）。
　要するに、以上の 4つの事例からは、政権を握っているポピュリズム勢力が
それぞれの国において「一般意志」（volonté générale）を代表するかのように、
多数決の枠組みを利用して少数派の権利を侵害し、諸統治機関間の「抑制と均
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衡」の原則を浸食して権力の集中化を進め、新たな政治的分断の成立を助長す
る傾向があることが示唆される（Mudde & Kaltwasser 2017 = 2018 pp. 122-

128）。結果として、これらの国の「民主主義の質」と「政府の質」の悪化は避
けがたくなっている。
　しかし一方、上記のハンガリー、ラテンアメリカ諸国またはギリシャと比較
すれば、西欧諸国は社会経済的に豊かであり、「民主主義の質」や「政府の質」
も非常に高いはずである。したがって、こういった先進的な地域においてPRRPs

が中央・地方レベルで政権を掌握したとしても、その国の「政府の質」に直接
的な影響を与えうるのかは大いに疑問が残るところである。また、アメリカと
は異なり、主に多党制をとる西欧の政党政治において、PRRPsは通常「ジュニ
ア・パートナー」として中央・地方レベルの連立政権に参画するため、常に連
立相手からの制約を受けることになる。厳しい行動の制約の中で、これらの
PRRPsは「政府の質」に影響を与えることができるのだろうか。次節では、定
量的分析を通じてこの 2つの疑問点に対する解答を得たいと考える。

第 3節　実証分析

3.1　仮説、変数、データおよび方法

3.1.1　仮　説

　ラインハルト・ハイニシュ（Reinhard Heinisch）によれば、伝統的に既成
の政治システムから排除されてきた西欧の PRRPsは、主流化を達成するや否
や、これまで得られなかった政治的・経済的・社会的資源を貪欲に追求する傾
向を示す。しかしながら、結局はこのような資源獲得の過程を通じて、PRRPs

は「清廉」と「反腐敗」という自らが築いた「対外イメージ」を壊してしまう
可能性が高い 11（Heinisch 2003 pp. 102）。事実、ハイニシュの指摘の正しさは
以下の事例によって証明された。
　例えば、2019年 5月中旬に起こったオーストリアの「スキャンダル・ビデオ
流出事件」12が有名である。ビデオの中の主人公、FPÖの元党首ハインツ＝ク
リスティアン・シュトラーヒェ（Heinz-Christian Strache）の言動は紛れもな
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く汚職・腐敗であり、「報道の自由」も侵害しようとした。結果、このスキャン
ダルがÖVPと FPÖとの連立政権を崩壊させたばかりか、ヨーロッパの PRRPs

全体にも影を落とすことになった。
　実際、ÖVPと FPÖによるクルツ内閣（kruz cabinet）が 2017年 12月に発
足して以来、FPÖはすでにオーストリアの「メディアの環境のオルバーン化」
（Orbánization of media landscape）に着手し始めた。この中で主要な目標は、
FPÖに対して常に批判的な立場を取っている「オーストリア放送協会」（ORF: 

Österreicher Rundfunk）であり、連立政権に入った FPÖはずっと「左派偏向
の ORFの再編」に努めてきた（Deutsche Welle 2019）。「国境なき記者団」
（Reporters Without Borders）によれば、2017年以降に与党化した FPÖがメ
ディアへの攻撃を増やした結果、「世界報道自由度ランキング」（World Press 

Freedom Index）におけるオーストリアの順位は、2017年の 11位から 2019年

11 未だ与党化・主流化していない PRRPsも決して腐敗問題と無縁ではない。例とし
て挙げられるのは、「ドイツのための選択肢」（AfD: Alternative für Deutschland）で
ある。同党は、2015年 7月に党の分裂を皮切りに「PRRPs化」（中谷 2016）すると
同時に、ますます勢いを増しつつあるが、最近では政治献金スキャンダルに苦しんで
いる。共同党首を務めているイェルク・モイテン（Jörg Meuthen）をはじめとして、
国会議員団のリーダーのアリス・ワイデル（Alice Weidel）、2019年欧州議会選挙の 2
番目候補者グイド・ライル（Guido Reil）など、AfDの「大物」らは海外から莫大な
金額の不正献金を受け取ったことが相次いで発覚した（Deutsche Welle 2018; Basler 
Zeitung 2019; Süddeutsche Zeitung 2019a）。結果、2019年 4月 16日に AfDは 40万
ユーロ超の罰金を議会の監視機関によって科せられることになった（Reuters 2019）。
これにより、AfDの「清廉誠実」および「法と秩序の遵守」の名声は大きく失墜した。
ドイツの政治学者カイ・アルツハイマー（Kai Arzheimer）は個人ブログで、最近の
AfDとその政治家が関与した金融スキャンダル、AfDの国内と海外にある資金源など
の情報をまとめた。詳しくは（Arzheimer 2019）を参照。
12 2017年 7月にスペインのイビサ島のある高級な別荘で隠し撮られたビデオの中に、
シュトラーヒェと当時、ウィーン市の副市長のヨハン・グデヌス（Johann Gudenus）
は、ロシア人投資家を偽装した女性にオーストリアの有名な『クローネン・ツァイトゥ
ング』紙を買収して FPÖに有利な選挙キャンペーンを展開するように勧誘していた。
その見返りとして、将来、このロシア人投資家がオーストリアの公共事業を受注すれ
ば、政権入りに成功した FPÖは便宜を供与できるとシュトラーヒェが誓った。これ
に加え、シュトラーヒェはハンガリーのオルバーン政権のように、メディアを再編し
て政府のプロパガンダ機関にすること、いわゆる「メディア環境のオルバーン化」を
望んでいた（Süddeutsche Zeitung 2019b）。
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の 16位に後退した（RSF 2019）。
　その他、西欧において中央・地方レベルで与党化した PRRPsによる汚職・
腐敗問題、「抑制と均衡」原則の破壊、報道の自由の侵害、ひいては特定の文化
機関や研究者への迫害など、「政府の質」を深刻に蝕んだ事例は枚挙に暇がない
（Gallagher 2000, p. 79; Goldston 2000; Koenig 2000; Minkenberg 2001, p. 8; 

Independent 2019）。
　以上の考察を踏まえれば、本稿の仮説は次の通りである。

仮説 1： 中央レベルで与党化した PRRPsの存在は、その国の「政府の質」と
の間に、負の相関関係がある。また、これらの政党はその国の「政
府の質」を低下させる。

仮説 2： 地方レベルで与党化した PRRPsの存在は、その地方の「政府の質」
との間に、負の相関関係がある。また、これらの政党はその地方の
「政府の質」を低下させる。

　まとめて言えば、本稿は中央・地方レベルで連立政権に入った PRRPsが、政
権内の地位が「シニア・パートナー」であるか、「ジュニア・パートナー」であ
るかにかかわらず、その中央・地方政府の「質」に悪影響をもたらすと仮定する。

3.1.2　変数、データと分析方法

（1）従属変数：「政府の質」

　本稿は「政府の質」を従属変数とする。先述のように、本稿における「政府
の質」の定義は、「出力側」の政治過程における政府の「不偏性」である。しか
しながら、そもそも「不偏性」は、現在まで「政府の質」を測る諸指標を包括
する最も上位的な概念であり、これに対する具体的な測定は不可能である。そ
の反面、「不偏性」という概念の包括性であるからこそ、その「代理変数」（proxy 

variable）の多様性も確保される。
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　これにより、本稿では、スウェーデンのヨーテボリ（Göteborgs）大学政治
学部所属の「政府の質」研究所 13が収集・作成した、中央レベルの「政府の質
の基礎データセット」（The QoG Basic Dataset 2019）と、地方レベルの「政
府の質の EU地域別データセット」（The QoG EU Regional Dataset 2016）を
使用する。また、それぞれおよそ 300と 450の指標を含めるが、「人口統計学
的」（demographic）な指標といった、「政府の質」とは関係がない指標も多い。
そこで、本稿はその中に「政府の質」を測定するものとして明確に分類される、
かつ時系列的に多国間比較可能な指標しか採用しない 14。
　【表 3.1】は、本稿の時系列的な多国間比較分析で用いる、中央と地方レベル
の「政府の質」の優劣を測定する諸指標の概要の一覧表である。また、【表3.2】
は指標ごとにいかなる特徴があるのかを示したものである。
　中央レベルのデータに関しては、各指数の欠損値の数を最低限に抑えるため
に、2005年から 2017年までの 12年間を分析期間の範囲とする。また、EQI

指数は、「EU地域発展委員会」（REGIO: EU Commission for Regional Devel-

opment）（2010年、2017年）と「第 7次欧州研究開発フレームワーク計画」
（EU Commissionʼs 7th Annual Framework Project）（2013年）に助成され、
EU規模で計 3回に実施された世論調査の結果であり、EUの地方レベルの「政
府の質」に関する唯一のデータセットである。

（2）独立変数：「与野党ダミー」

　従属変数の特徴に照らして、本稿では 2005年から 2017年にかけて西欧 11

カ国（［注 2］を参照）の中央と地方レベルにおける「PRRPsの与党化の成否」

13 https://qog.pol.gu.se/。
14 例えば、「国際透明性機構」（Transparency International）の「世界腐敗バロメー
ター」（Global Corruption Barometer）（Pring 2017）は時系列分析で使用できない。
あるいは、「国際カントリー・リスク・ガイド」（ICRG: International Country Risk 
Guide）の「ICRG政府の質指数」（ICRG Indicator of Quality of Government）（PRS 
Group 2019）は時系列分析で使用できるとはいえ、本稿の考察対象である西欧諸国の
すべてが最高指数の「1」を得たため、多国間比較は不可能である。



257

千葉大学　公共研究　第 16 巻第１号（2020 年３月）

表 3.1　「政府の質」の基礎とEU地域別データセットから抽出した指標の一覧表

出典：筆者作成

指　標 コード 測定対象 データの元出典

中
央
レ
ベ
ル

ベイジアン
腐敗指数

The Bayesian 
Corruption 
Indicator

bci_bci 国家の汚職・腐敗の程度 Standaert 
（2015）

国家の脆弱性
指数

State Fragility 
Index cspf_sfi

紛争解決、政策実行、生活確保、危
機対応、経済発展における国家の
能力

Marshall & 
Elzinga-Marshall 
（2017）

透明性指数 Transparency 
Index diat_ti 情報とアカウンタビリティの透明

性 Williams （2015）

抑制と均衡 Checks and 
Balances dpi_checks 権力分立の状況 Scartascini et al 

（2018）

脆弱国家指数 Fragile States 
Index ffp_fsi

内部紛争や「社会的悪化」（societal 
deterioration）などに示される国
家の脆弱性

Haken et al 
（2018）

公共サービス Public Services ffp_ps 国家が公共サービスを提供する能
力

Haken et al 
（2018）

国家の正統性 State 
Legitimacy ffp_sl

国家の汚職・腐敗の程度、政府の
有効性、有権者の政治参加度、デ
モの頻度など

Haken et al 
（2018）

政府の機能性 Functioning of 
Government fh_fog

政府と立法機関の政策決定の権限
の大小、国家の汚職・腐敗の程度、
政府の開放性と透明度

Freedom House 
（2018）

汚職の抑制
Control of 

Corruption, 
Estimate

wbgi_cce 国家の汚職・腐敗の程度 Kaufmann et al 
（2010）

政府の有効性
Government 

Effectiveness, 
Estimate

wbgi_gee

政府に提供される公共サービスの
質、官僚制の質、公務員の能力と
自律性、政策に対する政府のコ
ミットメントの信憑性

Kaufmann et al 
（2010）

法の支配 Rule of Law, 
Estimate wbgi_rle 社会的ルールの公平性と予測可能

性
Kaufmann et al 
（2010）

地
方
レ
ベ
ル

ヨーロッパ
政府の質指数

European 
Quality of 

Government 
Index （EQI）

norm_eqi EU加盟国の地方レベルにおける
政府の質

Charron et al 
（2013）

Charron et al 
（2014）

Charron et al 
（2015）

Charron et al 
（2018）

EQI指数の
中の腐敗指数

Corruption 
Pillar of EQI 

Index

norm_
corrupt

EU加盟国の地方レベルにおける
政府の汚職・腐敗の程度

EQI指数の
中の不偏性
指数

Impartiality 
Pillar of EQI 

Index

norm_
impart

EU加盟国の地方レベルにおいて
政府が公共サービスを提供する際
の不偏性

EQI指数の
中の品質指数

Quality Pillar 
of EQI Index norm_qual

EU加盟国の地方レベルにおいて
政府に提供される公共サービスの
質
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（与党を「1」とする）、いわゆる「与野党ダミー」を独立変数とする。
　【表 3.3】に示されるように、2017年までに西欧においてはすでに 9つの
PRRPs 15がそれぞれの国の中央レベルで与党化を実現したのである。これに対
して、PRRPsが地方レベルで政権参画に成功した事例は数少ないに加え、特定
国の現象のようにも見受けられる【表 3.4】。
　ちなみに、ここで言う「地方レベル」とは、EUの「統計用地域単位基準」
（NUTS: Nomenclature des Unité Territoriales）の中の「第二種地域統計分類
単位」（NUTS2）に該当し、端的には州、県もしくは地域圏レベルの分類であ

15 他の PRRPsと比較すれば、「スイス国民党」（SVP: Schweizerische Volkspartei）は
やや特殊である。保守的で農本主義の出自を持つ SVPは、長年にわたってスイス政
治の一翼を担ってきたが、1990年初頭から急進化し始め、2000年代初頭に至ると
PRRPsへと変容した。また、SVPは 2003年以降、戦後スイスの「合意型民主主義」
の安定性の象徴とも言える固定化した閣僚配分の比率、いわゆる「魔法の公式」（magic 
formula）を修正して 7つの閣僚ポストのうちの 2つを得、第一党の座に就いた（田
口 2016）。

表 3.2　記述統計（1）：従属変数

出典：筆者作成
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る。だが、スウェーデンのように、NUTS2レベルの区画は必ずしも加盟国国
内の第 1レベルの行政区画と一致していない 16。また、ベルギーの NUTS2レ
ベルの区画は「州」であるが、本稿では、ベルギーについて、フランデレン
（Vlaanderen）、ワロニー（Wallonie）、ブリュッセル首都圏（Brussels-Capital）

16 スウェーデンの NUTS2レベルの区画は「国家地域」（national areas）であり、国
内の最上位の地方自治体こと「県」（Iän）ではない。

表 3.3　2017 年までに西欧の中央レベルで与党化したPRRPs の一覧表

注）＊閣外協力
出典：筆者作成

国 PRRPs 内　閣 連立与党 期　間

オース
トリア

自由党（FPÖ） 第 1次シュッセル内閣 ÖVP、FPÖ 2000.02.04-2002.11.24

自由党（FPÖ） 第 2次シュッセル内閣 ÖVP、FPÖ 2002.11.24-2003.02.28

自由党（FPÖ） 第 3次シュッセル内閣 ÖVP、FPÖ 2003.02.28-2005.04.04

自由党（FPÖ） 第 1次クルツ内閣 ÖVP、FPÖ 2017.12.18-2019.06.03

未来同盟（BZÖ） 第 4次シュッセル内閣 ÖVP、BZÖ 2005.04.05-2006.10.03

デン
マーク

国民党（DF） 第 1次A.F.ラスムセン内閣 V、KF、DF* 2001.11.27-2005.02.18

国民党（DF） 第 2次A.F.ラスムセン内閣 V、KF、DF* 2005.02.18-2007.11.23

国民党（DF） 第 3次A.F.ラスムセン内閣 V、KF、DF* 2007.11.23-2009.04.05

国民党（DF） 第 1次 L.Lラスムセン内閣 V、KF、DF* 2009.04.05-2011.10.03

国民党（DF） 第 2次 L.Lラスムセン内閣 V、KF*、LA*、DF* 2015.06.28-2016.11.28

国民党（DF） 第 3次 L.Lラスムセン内閣 V、KF、LA、DF* 2016.11.28-2019.06.27

フィン
ランド

真のフィンランド人
（PS） 第 1次シピラ内閣 KESK、KOK、PS 2015.05.29-2017.06.12

イタ
リア

北部同盟（LN） 第 1次ベルルスコーニ内閣 FI、AN、LN、CCD、UdCe 1994.05.10-1995.01.17

北部同盟（LN） 第 2次ベルルスコーニ内閣 FI、AN、LN、CCD+CDU 2001.06.11-2005.04.23

北部同盟（LN） 第 3次ベルルスコーニ内閣 FI、AN、LN、UDC、NPSI、
PRI 2005.04.23-2006.05.17

北部同盟（LN） 第 4次ベルルスコーニ内閣 PdL、LN 2008.05.08-2011.11.12

オラ
ンダ

ピム・フォルタイン党
（LPF） 第 1次バルケネンデ内閣 CDA、VVD、LPF 2002.07.22-2002.10.16

ピム・フォルタイン党
（LPF） 第 2次バルケネンデ内閣 CDA、VVD、LPF 2002.10.16-2003.01.22

自由党（PVV） 第 1次ルッテ内閣 VVD、CDA、PVV* 2010.10.14-2012.04.23

ノル
ウェー

進歩党（FrP） 第 1次ソルベルグ内閣 H、FrP、V*、KrF* 2013.10.16-2017.09.09

進歩党（FrP） 第 2次ソルベルグ内閣 H、FrP、V*、KrF* 2017.09.09-2018.01.17

スイス 国民党（SVP） ――― FDP、SP、CVP、SVP 1990s-2007.12.12　
2008.12.10-現　在
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という 3「地域」を考察対象とする 17。
　さらに、EU加盟国でないノルウェーとスイスの EQI指数は存在しないため、
この 2カ国は地方レベルに関する分析から除外される。
　要するに、本稿では、中央レベルに関する分析で 11カ国、地方レベルに関
する分析で 9カ国を対象に、それぞれのレベルにおいて与党化した PRRPsが
「政府の質」にどのような影響をもたらすのかを考察する。

17 本稿で考察する各国の地方レベルの行政区画は以下の通りである。オーストリア
（州）、ベルギー（地域）、デンマーク（地域）、フィンランド（地域）、フランス（地
域圏）、ドイツ（州）、イタリア（州）、オランダ（州）、スウェーデン（地域）。

表 3.4　2017 年までに西欧の地方レベルで与党化したPRRPs の一覧表

出典：筆者作成

国 地　方 PRRPs 地　位 期　間

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ブルゲンラント州（Burgenland）自由党（FPÖ） 連立与党 2015.05.31-現在
ケルンテン州（Kärnten） 未来同盟（BZÖ） 州首相、連立与党 2008.10.23-2013.03.28

オーバーエスターライヒ州
（Oberösterreich） 自由党（FPÖ） 連立与党 2009.09.27-2015.09.27

オーバーエスターライヒ州
（Oberösterreich） 自由党（FPÖ） 副州首相、連立与党 2015.09.27-現在

イ
タ
リ
ア

カラブリア州（Calabria） 三色の炎（FT） 連立与党 2010.03.29-2014.11.23

フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
（Friuli-VeneziaGiulia） 北部同盟（LN） 連立与党 2008.04.14-2013.04.22

リグリア州（Ligura） 北部同盟（LN）
イタリアの同胞（FdI） 連立与党 2015.05.31-現在

ロンバルディア州（Lombardia）北部同盟（LN）
イタリアの同胞（FdI） 連立与党 2010.03.29-2013.02.25

ロンバルディア州（Lombardia）北部同盟（LN）
イタリアの同胞（FdI） 連立与党 2013.02.25-2018.03.04

モリーゼ州（Molise） 国民同盟（AN） 連立与党 2006.11.06-2011.10.17

モリーゼ州（Molise） 国民同盟（AN） 連立与党 2011.10.17-2013.02.25

ピエモンテ州（Piemonte） 北部同盟（LN） 連立与党 2010.03.29-2014.05.25

シチリア州（Sicily） サルヴィーニと共に（NcS）
イタリアの同胞（FdI） 連立与党 2017.11.05-現在

バレ・ダオスタ州（ValledʼAosta）北部同盟（LN） 連立与党 2013.05.26-2018.05.20

ベネト州（Veneto） 北部同盟（LN） 州首相、連立与党 2010.03.29-2015.05.31

ベネト州（Veneto） 同盟（L）
イタリアの同胞（FdI） 州首相、連立与党 2015.05.31-現在
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（3）統制変数と分析方法

　本稿では、「与野党ダミー」を除き、「政府の質」に影響を与えうると思われ
るものとして、以下の統制変数を投入する。
　まず、「経済的平等」（economic equality）は「社会的信頼」（social trust）と
「政府の質」との間にある種の「連動的」な関係がある。つまり、ある国の高い
経済的不平等は低い社会的信頼を生み出す。これを受けて、この国の政府への
国民の信頼と支持は低い。国民の信頼と支持を欠く政府は効率的に施策し得な
い。結局、この国が経済的不平等はさらに深刻になる、という「社会的な罠」
（social trap）に陥ってしまうのである（Rothstein 2011 pp. 161-163）。とすれ
ば、経済的不平等は「政府の質」に一定の影響を与えうることが当然のことで
あろう（Samanni & Holmberg 2010, p. 6）。よって、本稿では経済的不平等に
ついて中央・地方レベルの「ジニ係数」（OECD 2016, 2019）と「失業率」
（Eurostat 2016; EURES 2019; World Bank 2019）という 2つの統制変数を投
入する。
　次に、政治社会的な変数について、本稿では国会・地方議会における「PRRPs

の議席占有率」と「エスニック政党の議席占有率」18（Armingeon et al 2018）、
国の「移民・難民による圧力指数」（Pressures associated with Refugees）（Haken 

et al 2018）という 3つの統制変数（【表 3.5】）を投入する。
　前者の場合、中央・地方議会において PRRPsやエスニック政党の議席占有
率は高いほど、他の主流政党に対しての「威嚇力」（blackmail）が大きい（Sartori 

1976 = 1995, pp. 213-214）。こうして、これらの政党は政策遂行という「出力
側」の政治過程において他の主流政党に圧力をかけることができ、最終的には

18 情報源の制限により、地方レベルの政治社会的な統制変数については「PRRPsの議
席占有率」しか投入されない。この統制変数のデータは、筆者がウィキペディアなど
から入手した各地方議会の議席定数と PRRPsの議席数に関する情報に基づいて計算
したものである。ただし、2016年にフランスの地域圏は 27から 18に再編され、デー
タの整合性のために再編後の地域圏議会における PRRPsの議席占有率を定量分析に
投入しない。また、フィンランドの NUTS2区画と実際の行政区画の間に大きなずれ
があることから、フィンランドの地方議会における PRRPsの議席占有率も欠損値と
なった。
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「政府の質」に影響を及ぼしうる。
　他方、後者の場合、ラファエル・ラ・ポルタ（Rafael La Porta）らによれば、
「民族的多様性」（ethnolinguistic fractionalization）と政府のパフォーマンス
との間には負の相関関係がある。つまり、民族的多様性が高い国においては、国
民生活に積極的に介入する「大きな政府」が望ましいが、一方で、こうした政
府が提供する公共サービスの質と効率は低くなる傾向にあるということである
（La Porta et al 1999, pp. 245-261）。とすれば、移民・難民の流入による民族的
多様性の増大が移民受け入れ国の「政府の質」に一定の影響をもたらす可能性
も考慮すべきである。
　以上を踏まえて、本稿では 2つの仮説を検証するために、まず、従属変数と
独立変数に対して相関分析を行う。2つの仮説の前半部分によれば、中央・地
方レベルで与党化した PRRPsが、それぞれのレベルにおける「政府の質」と
の間に負の相関関係があるという。もしこれが正しければ、【表 3.1】に示され
ている諸指標と「与野党ダミー」の相関係数は負となるはずである。
　次に、2つの仮説の後半部分によると、中央・地方レベルで与党化したPRRPs

がそれぞれのレベルにおける「政府の質」を低下させるのである。そのため、こ
ういう因果関係の妥当性を証明するために、本稿ではレベルごとの多重回帰分

表 3.5　記述統計（2）：統制変数

出典：筆者作成

Statistic N Mean St. Dev Min Pctl(25) Pctl(75) Max

中
央
レ
ベ
ル

ジニ係数 95 0.282 0.022 0.245 0.265 0.294 0.333
失業率 143 6.591 2.246 2.49 4.8 8.25 12.68
移民・難民に
 よる圧力指数 143 2.853 1.156 1 2 3 6

PRRPsの議席
占有率 143 11.063 10.145 0 0 17.5 33

エスニック政党
の議席占有率 132 1.515 4.579 0 0 0 22

地
方
レ
ベ
ル

ジニ係数 92 0.281 0.03 0.229 0.259 0.297 0.369
失業率 196 8.13 5.166 2.5 4.875 9.8 47.9
PRRPsの議席
占有率 273 7.599 8.256 0 0 12.5 47.22
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析を行う。

3.2　分析結果

　【図 3.1】の最上行は中央レベルで与党化した PRRPsと「政府の質」に関す
る諸指標との相関係数を示したものであり、再左列は両者の相関関係の散布図
である。
　全体的に見れば、中央レベルにおいて「与野党ダミー」と「政府の質」に関
する諸指標の相関係数は 0.4を超えていないため、相関関係がそれほど強くな
いと言わざるをえない。しかし一方、11組の相関関係のうち、「与野党ダミー」
と「脆弱国家指数」（ffp_fsi, r=-0.17, p<0.1）、「透明性指数」（diat_ti. r=-0.32, 

p<0.05）ならびに「抑制と均衡」（dpi_checks, r=-0.32, p<0.01）という 3つ
の指標との間には、明らかに有意な負の相関関係が存在する。言い換えれば、
PRRPsが与党化した国では、内部紛争や社会的悪化に表れる「国家の脆弱性」
が高く、政府の情報やアカウンタビリティなどの透明性は低く、しかも権力分
立の状況も比較的良くないということである（【表 3.1】）。
　ところで、【図 3.1】からは、「ベイジアン腐敗指数」（bci_bci）と「脆弱国家
指数」（ffp_fsi）、あるいは「ベイジアン腐敗指数」（bci_bci）と「透明性指数」
（diat_ti）の 2組の変数のように、顕著性の高いかつ強い相関関係がある従属変
数の組は少なくないことも窺える。ただし、「脆弱国家指数」（ffp_fsi）と「透
明性指数」（diat_ti）に対して、「ベイジアン腐敗指数」（bci_bci）と「与野党
ダミー」の間に有意な相関関係が存在しない。それに加え、「国家の脆弱性指
数」（cspf_sfi）と「脆弱国家指数」（ffp_fsi）のように、2つの指標の名称、そ
して測定対象は概ね似通う（【表 3.1】）が、前者は「与野党ダミー」との間に
有意な相関関係が存在しない。測定対象は似ているとはいえ、基準やデータ収
集の手法の違いによって異なる研究機関に作られた指標の内実は当然、一致す
るとは限らない。なお、「主成分分析」（principal component analysis）の手法
を用い、中央レベルの従属変数の特徴を要約・分類することができる。
　【図 3.3】は中央レベルの「政府の質」を測る諸指標に対する主成分分析の結
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果を示したものであり、11個の指標は明らかに 2つのカテゴリーに分類されう
る。まず、縦軸（主成分 2）に着目すれば、上と下の楕円はそれぞれ「抑制と
均衡」（dpi_checks）と「国家の脆弱性指数」19（cspf_sfi）という 2つの指標を
囲んでいる。両者の間に有意な相関関係（r=-0.33, p<0.01）がある上に、権力
の区別・分離と抑制・均衡を強調することに反して、「国家の脆弱性指数」（cspf_

sfi）は権力行使の効果をより重視する（Marshall & Elzinga-Marshall 2017）こ
とから、縦軸（主成分 2）は主として「権力の有効性」を表現すると推察できる。
　縦軸に対して、横軸（主成分 1）に着目すれば、左の楕円に囲まれているの

19 「国家の脆弱性指数」の得点範囲は 0-25であり、ある国の得点が高いほど、この国
の脆弱性が高い。また、得点の大小をもとに国々を以下の 6つのカテゴリーに分ける。
すなわち、0-3：「強靭」、4-7：「低い脆弱性」、8-11：「中度の脆弱性」、12-15：「深刻
な脆弱性」、16-19：「高い脆弱性」、20-25：「極度の脆弱性」である（Marshall & 
Elzinga-Marshall 2017）。

図3.1　中央レベルで与党化したPRRPsと「政府の質」に関する諸指標の相関関係

注）＊＊＊p<0.01, ＊＊p<0.05, ＊p<0.1
出典：筆者作成
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は「平和基金会」（The Fund for Peace）の「脆弱・失敗国家」に関連する 3つ
の指標と「ベイジアン腐敗指数」（bci_bci）であり、右の楕円の中に入ってい
る主要な指標は「透明性指数」（diat_ti）と、「政府の有効性」（wbgi_gee）や
「法の支配」（wbgi_rle）など、世界銀行の「世界ガバナンス指標」（worldwide 

governance indicators）から抽出した諸指標である。同様に、横軸の各指標の
間にも有意かつ強い相関関係があり（【図 3.1】）、左の諸指標は権力の腐敗状況
を、右の諸指標は権力のアカウンタビリティと社会的ルールの公平性を重視す
る（Kaufmann et al 2010; Williams 2015; Haken et al 2018）ことから、横軸
（主成分 1）は主として「権力の正統性」を表現すると考えられる。
　さらに、本稿の相関分析において有意性を持つ「脆弱国家指数」（ffp_fsi）、「透
明性指数」（diat_ti）ならびに「抑制と均衡」（dpi_checks）という 3つの指標
は、それぞれまさに左、右と上の楕円に属するため、中央レベルでの PRRPs

図3.2　地方レベルで与党化したPRRPsと「政府の質」に関する諸指標の相関関係

注）＊＊＊p<0.01, ＊＊p<0.05, ＊p<0.1
出典：筆者作成
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の与党化とその所在国政府の「権力の有効性」と「権力の正統性」との間に負
の相関関係が存在するとも言えるだろう 20。
　以上をまとめれば、中央レベルにおける与党化した PRRPsの存在は「政府
の質」との間に確かにある種の負の相関関係があり、本稿の仮説 1の前半部分
の妥当性は証明された。
　次に、【図 3.2】から見ても、「与野党ダミー」と 4つの EQI指数との負の相
関関係は強いとは言えない（r<0.4）が、中央レベルに比べてそれぞれの組の
相関係数の有意水準は非常に高い（p<0.01）。また、4つの EQI指数の互いの
相関係数は 0.9程度であることから、これらの指数を同一のものと見なすこと
ができる。いずれにせよ、地方レベルにおける与党化した PRRPsの存在はそ
の地方の「政府の質」との間にも明らかに負の相関関係があり、本稿の仮説 2

の前半部分の妥当性は証明された。

20 第 1主成分（pc1）と第 2主成分（pc2）の累積寄与率は 77.8％であるため、この 2
つの主成分を総合指数として用いて他の変数との相関関係を調べることはできる。し
かしながら、2つの主成分は「与野党ダミー」との間に有意な相関関係が存在しない。
この点に対する 1つの解釈は、11個の従属変数を合成する過程では約 20％程度の情
報の損失量が発生した上に、相関関係のある変数の組もそれぞれの相関性はそれほど
強くないからである。

図 3.3　主成分分析の結果

出典：筆者作成
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　以上のように、「与野党ダミー」と「政府の質」との間の負の相関関係が検証
されたものの、PRRPsの与党化によって「政府の質」が低下したのか、もしく
は「政府の質」が低いからこそ PRRPsが与党化できたのか、という因果関係
の問題が未だに残る。これに加え、有意な相関関係が認められない変数の組に
ついては、他の変数を介して分析すれば何らかの関係が見えてくる可能性もあ
る。したがって、これらの問題を解決するために、以下では統制変数を投入し
て多重回帰分析を行う。
　【表3.6】に示された多重回帰分析について、モデル［1］からモデル［11］ま
では、中央レベルの「政府の質」に関する諸指標に影響を及ぼした要因につい
ての分析結果であり、モデル［12］は地方レベルの「ヨーロッパ政府の質指数」
（EQI指数）に影響を与えた要因に関する分析結果である。これらの結果は、中
央レベルで与党化した PRRPsが、「国家の脆弱性指数」（モデル［2］，B=0.418，
p<0.05）、「抑制と均衡」（モデル［8］，B=-0.465，p<0.05）および「政府の有
効性」（モデル［10］，B=-0.238，p<0.1）に悪影響をもたらしたことを示唆す
る。
　この多重回帰分析の結果は 2.2節で挙げられた諸研究と本稿の仮説を裏付け
ている。
　与党化した PRRPsは、民主主義を「単純な多数決」と同一視する傾向があ
り、少数派の権利の擁護と尊重という自由民主主義の基本原則を無視し、ひい
ては敵視する。こうした政党は、社会紛争を緩和して危機的状況を上手く対応
できる存在ではなく、むしろ「トラブルメーカー」であろう。一例を挙げれば、
オーストリアにおける ÖVPと FPÖによるクルツ連立政権は、移民・難民を対
象とする社会福祉支出の削減を始めとする一連の差別的な政策を打ち出した。結
局、クルツ連立政権は政敵の SPÖばかりでなくカトリック教会の反発をも招
き、ついには政権発足 1周年に際して、首都ウィーンで 50000人規模の抗議運
動の爆発に直面して世界の耳目を驚かせた（AFP 2018）。このように自由民主
主義の原則を破壊するような PRRPsがそもそも社会的不安定の要因の 1つで
あり、「国家の強靭性」に悪影響をもたらすことは明白である。
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　そして、3.1.1節で検討した通り、与党化した PRRPsは、諸統治機関間の
「抑制と均衡」という自由民主主義のもう 1つの基本原則に悪影響を与えうる。
一方、「反エスタブリッシュメント的」・「反エリート的」で、「一般意志」の「代
弁者」と自認する PRRPsは、一旦政権に入ると、「人民」によって権力を委譲
された自らこそ統治の正統性を持ち、エリート主導の他の諸統治機関からの権
力の抑制と均衡に対して敵対的な姿勢を取るだろう。他方、長らく政治的に排
除されてきた PRRPsが与党化した後に、従来享受したことがなかった新たな
権力資源を奪取するためにも権力の集中化を進める必要である。さらに、先に
述べたハンガリーとオーストリアの事例が示すように、与党化した PRRPsは
しばしばメディアに攻撃し、「第四の権力」の独立性を侵害する傾向がある。結
果には、与党化した PRRPsはその国の権力分立や「抑制と均衡」の水準を低
下させたのである。
　「国家の強靭性」と「抑制と均衡」に加えて、【表 3.6】からは、与党化した
PRRPsが「政府の有効性」を低下させることも判明した。長年にわたって政党
政治の片隅に追いやられてきた PRRPsにとって、才能と経験のある人材の誘
致・育成は難問である（Art 2011）。実際に、上記の 1990年代初頭のイタリア
の事例と、FPÖが「PRRPs化」21した後に初めて政権参画を実現した 2000年
代初頭のオーストリアの事例から見ると、政権内にある PRRPsは、執政経験
の欠如と人材不足による政策の効率と効果の低下により、往々にして短期間で
人気を失うことになる（Akkerman & de Lange 2012）。
　さらに、「国家の脆弱性指数」（cspf_sfi）、「抑制と均衡」（dpi_checks）、「政
府の有効性」（wbgi_gee）の 3指標は、主成分分析（【図 3.3】）では、それぞれ
下、上、右の楕円に含まれている。したがって、中央レベルでの PRRPsの与
党化は、その所在国政府の「権力の有効性」と「権力の正統性」に負の影響を
及ぼすのである 22。

21 1980年代中葉以前の FPÖは「自由主義政党」と認識されることが多い。党内の権
力闘争による FPÖの PRRPs化／極右政党化の経緯について、（古賀 2013）または
（東原 2005）を参照。
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　最後に、中央レベルと同じく地方レベルにおける「政府の質」も PRRPsの
与党化によって顕著に低下すると言える（モデル [12]，B=-15.581，p<0.01）。
換言すれば、地方レベルにおける PRRPsの政権参画は、その地方政府の「不
偏性」、「汚職・腐敗の程度」および「公共サービスの質」を悪化させる（【表
3.1】）ということである。また、中央レベルと地方レベルにおける「政府の質」
を測定する指標が異なるために両者間の単純比較はできないが、与党化した
PRRPsが「政府の質」に与える影響は、中央レベルより地方レベルの方がより
大きいと推察される。というのは、先に紹介したオーストリアの「ケルンテン・
モデル」のように、中央レベルとの関係において「2次的」（second-order）な
意義しか持たない地方政治においては、与党としての PRRPsの自由裁量の余
地がかえって大きくなり、「入力側」の政治過程における政策立案だけでなく、
「出力側」の政治過程における政策遂行にも多大な影響を与えると考えられるか
らである 23。
　ここまで見てきたように、本稿の 2つの仮説は正しいと言える。つまり、中
央・地方レベルで与党化した PRRPsは、それぞれのレベルにおける「政府の
質」との間に負の相関関係が存在することに加え、それらの政党は中央レベル
において国家の「強靭性」、権力間の「抑制と均衡」および政府の「有効性」を、
地方レベルにおいては政府の「不偏性」、「汚職・腐敗の程度」ならびに「公共
サービスの質」を悪化させる傾向があるというのである（【図 3.4】）。

22 前の相関分析のように、第 1主成分（pc1）と第 2主成分（pc2）を従属変数として
多重回帰分析にも投入した。両方の有意確率は共に 10％以上であるとしても、それぞ
れの回帰係数Ｂは -1.468と -0.137であるため、中央レベルで与党化した PRRPsはそ
の国の「政府の質」を低下させるという本稿の仮説に合致する。
23 前述のハイダー州首相期のケルンテン州における行政システムの効率化の達成は本
節の多重回帰分析の結果と矛盾したように見えるかもしれないが、EUの地方レベル
の「政府の質」に関するデータは EQI指数しかないため、データの制限によって
PRRPsの地方政府への参画と「政府の質」との関係は十分に反映されない可能性があ
る。また、この時期はすでに第 2次ハイダー政権であり、執政経験の蓄積などは「政
府の質」の改善に有利であるとも推測できる。実際、執政経験の有無は政権与党とし
ての PRRPsの「運命」を決める極めて重要な要素であると指摘される（Albertazzi & 
McDonnell 2015）。
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第 4節　結論と今後の課題

　現在の欧米社会は、一般に「代表性の危機」（crisis of representativeness）
を経験しつつあると言われる。選挙における投票活動といった「制度化された
参加」（institutionalized participation）に代わり、インターネット上の政治活
動、街頭抗議運動、あるいは「不買運動」のような「ポリティカル・コンシュー
マリズム」（political consumerism）などの、いわゆる「非制度化された参加」
が隆盛を極めている（Stolle et al 2005; Marien et al 2010）。その中で、長い間、
市民と政府の間に「橋渡し役」を担ってきた伝統的な政党が有権者の信頼を失
い、組織率も低下の一途を辿りつつある。
　こうした代表機能の衰退により、主流政党の正統性は深刻な挑戦を受けてい

図3.4　中央・地方レベルで与党化したPRRPsが「政府の質」に与える影響の予測値

注）「国家の脆弱性指数」（cspf_sfi）における得点が高いほど、脆弱性が高い
出典：筆者作成
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与党としての急進右翼ポピュリスト政党は「政府の質」に如何なる影響を与えるか

る（Mair 2009; Heidar et al eds 2019）が、そこに最も激しい攻撃を加えてい
るのは PRRPsである。PRRPsはキリスト教民主主義政党や社会民主主義政党
に代表される中道政党に「人民の裏切り者」の烙印を押し、「人民の唯一の正統
的な代表」を自任する。例えば、AfD、「デンマーク国民党」（DF: Dansk 

Folkeparti）、FPÖ、L（N）、「真のフィンランド人」（PS: Perussuomalaiset）な
どの PRRPsの党綱領によれば、これらの政党はすべて法の支配の尊重、権力
分立の確保、表現・集会の自由の保障、直接民主制の導入、官僚制の効率化な
どを通じて、伝統的な政治の刷新と「政府の質」の向上を「目指」している
（DF 2002; FPÖ 2011; PS 2011; AfD 2017; L（N） 2018）。
　近年の西欧諸国における PRRPsの高い支持率が示すように、この政党群に
は主流政党に愛想を尽かした有権者の大きな「期待」が寄せられていることは
間違いない。しかしながら、政権参画に成功した PRRPsが、主流政党を出し
抜くために、過去において自ら有権者に訴えた政治的主張を実現できたのだろ
うか。
　この疑問を解決するために、本稿では定性的手法と定量的手法を交えつつ、
2000年代以降に西欧の 11カ国において中央・地方レベルで与党化した PRRPs

が、「出力側」の政治過程における「政府の質」に及ぼした影響を検証した。分
析結果から、中央・地方レベルで与党の座を得た PRRPsは「政府の質」、とり
わけ「国家の強靭性」、「抑制と均衡の度合い」、「政府の有効性」、「汚職・腐敗
の程度」などに悪影響を与える傾向が見られた。つまり、執政経験と人材の不
足問題に直面しながら、「多元主義」や「権力分立」などの原則に根付いている
自由民主主義に「敵対的」な姿勢を取っている PRRPsは、言うまでもなく、有
権者の「期待」を裏切り、「政府の質」の向上という主張は、PRRPsにとって
「得票追求」（vote-seeking）や「政権追求」（office-seeking）のための「方便」
に過ぎないということである。
　ただしその一方で、選挙後に有権者との約束を適切に履行できないことは主
流政党を含めてあらゆる政党の抱える問題であり、現代政党政治の一種の「病
理」であることから、「二重の基準」による PRRPsへの過度な批判を避ける必
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要はあるだろう。ついでに、与党としての左右両翼の主流政党、または主流化
をようやく成し遂げた緑の党がそれぞれ「政府の質」に如何なる影響を及ぼし
うるのかということは、未だ研究者の注目を集めていないが、伝統的な政治が
「危機」に瀕していると思われる時代においては、逆により重要な研究課題とな
るだろう。
　他方では、以上の結論は、やや断定的に過ぎることも否めない。なぜならば、
少なくとも本稿の実証分析の結果から見れば、「政府の質」を測定する指標のす
べては与党化した PRRPsの有無（「与野党ダミー」）という変数と有意な相関
関係を持つわけではなく、しかも相関関係のある組にせよ、それらの相関性は
さほど強くないためである。その上、PRRPsの与党化というのは、比較的に新
しくて稀な現象であり、こうした「短期的」な要素は政治、社会、経済などの
「長期的」な変動によって変化しつつあるはずの「政府の質」に対して急速に影
響を及ぼせるかどうかについても、未だに議論の余地があって本稿の未解決問
題の 1つである。
　実際、前に考察した「ケルンテン・モデル」に示されるように、政権与党と
しての PRRPsの政策的影響力は決して弱いわけではなく、制定した政策法案
の内容に鑑みてむしろ「肯定」すべき部分さえあるだろう。さらに、2000年代
初頭の中央レベルにおける FPÖの与党化は戦後オーストリア政治の特徴であ
る二大政党による「比例配分」（proporz）という旧体制の打破も意味し、オー
ストリアの「政府の質」を客観的に改善したと思われる（Treib 2012, pp. 49-

51）。この点からすれば、PRRPsの与党化には、時に民主主義を是正する機能
さえ期待できる（Mudde & Kaltwasser eds 2012）。最近では、西欧における野
党としての PRRPsの「諸刃の剣」のような特徴を、有権者の投票率向上を着
眼点にして考察した研究（Immerzeel & Pickup 2015）が現れつつある。こう
した研究の妥当性について、本稿では十分に展開できなかったが、今後の課題
としては深く掘り下げられる価値がある。
　最後に、政府の「代表性」と「効率性／有効性」は民主主義の異なる下位類
型間において相違することがよく指摘されている（Lijphart 2012）。政府の「代
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表性」と「効率性／有効性」は「政府の質」もしくは「民主主義の質」と直接
的に関係しつつ、PRRPsの「運命」を大きく左右すると考えられる（Rosenbluth 

& Shapiro 2018）が、PRRPsも、政治体制の安定性、政府の「代表性」と「効
率性／有効性」、および政府や民主主義の「質」に影響を及ぼしうる。これらの
相互に影響しあう要素による複雑な「多角関係」への検討は興味深いが、本稿
では紙幅の都合上、割愛する。
　本稿の分析を見るかぎりでは、PRRPsの与党化は確かに「政府の質」に悪影
響を与えたと推察される。しかし、現在の西欧においては、左右両翼の主流政
党が PRRPsの与党化を阻止するために提示した解決策は、PRRPsに対する一
種の宥和策であり、端的に言えば、その政策主張を安易に取り入れることに過
ぎなかった（Cohen 2019; Mudde 2019）。こうした主流政党の「準忠誠的」
（semiloyal）な行動が、「政府の質」をさらに貶め、長期的に見れば民主主義の
正統性を傷つける可能性があるばかりか、民主主義そのものの存立も脅かしう
る 24（Linz 1978）。これに反して、もし主流政党が中央・地方レベルで PRRPs

に対する一種の「防疫線」（cordon sanitaire）を構築しようとすれば、この政
党群の支持拡大に伴って「防疫線」自体の持続可能性は問われる（譚 2019）と
同時に、特定の政治勢力や「声」を意図的に排除することで、いわば新たな「民
主主義のパラドックス」が生じるだろう。
　要するに、本稿の分析から見れば、「一般意志」の実現を掲げている PRRPs

の政権参画の結果として、その地方・中央政府の「質」は低下する傾向があり、
かえって国民の利益を侵害することになってしまう。換言すると、西欧の代議
制民主主義における「民主主義の赤字」（democratic deficit）問題、すなわち
政党の「政府の質」を向上させる「責任」（responsibility）と有権者の選好を
反映する「応答性」（responsiveness）の不均衡（Mair 2013）を是正するため

24 フアン・リンス（Juan J. Linz）によると、主流政党の準忠誠的振る舞いとは、民
主主義に反対する政党の主張や行動を包摂・容認したり、ひいてはこれらの政党との
協力に対してもポジティブな態度を示したりしようとする姿勢ということである。結
局のところ、主流政党のこういう準忠誠的振る舞いは民主主義の崩壊過程において決
定的な役割を果たすと思われる（Linz 1978, p. 28; pp. 32-33）。
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に、PRRPsは有効な解決策を提供できなかった。いずれにしても、権威主義が
世界中に強化しつつある現代では、自由民主主義の「反忠誠的反対派」25（disloyal 

opposition）こと PRRPsとどう向き合えばいいのかは、ますます重要な課題と
なっている。

［付記］ 本稿は、2019年 10月 05日の日本政治学会研究大会において報告したペー
パーを一部加筆・修正したものである。本稿の執筆に際して、東北大学大学
院法学研究科における正・副指導教員である横田正顕教授、平田武教授に懇
切丁寧なご指導を賜った。また、竹中佳彦先生、水島治郎先生、安井宏樹先
生からもご指導と貴重な助言を多く頂戴した。さらに 2人の匿名査読者から
も非常に有益なコメントをいただいた。ここに記して感謝を申し上げる。
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What Can We “Expect” From the Populist Radical Right 
Party in a Ruling Coalition ?: Its Impact on the Quality 
of Government (QoG)

TAN Tian

PhD. Student, Tohoku University

  The Mainstreaming of the Populist Radical Right Parties (PRRPs) refers 

to one of the critical phenomena in the current West European party politics. 

Since PRRPs usually attempt to increase their electoral fortunes by pledging 

“Political Innovation”, this study primarily aimed to delve into the actual 

impact of PRRPs on the “Quality of Government” (QoG) as coalition partners 

of local and/or national government in eleven West European countries.

  First, the definition of the QoG is clarified. Impartiality on the “output” 
side of the political process, i.e., in the exercise of public authority, should be 

considered the super ordinate concept of QoG.

  Second, PRRPsʼ impact on the “input” side of political process, consisting 

of policy making and decision, is analyzed. In contrast to traditional views, 

PRRPs as coalition partners are capable of making highly popular and 

successful social policies in favor of the poor and needy.

  Third, due to the rare existing studies on this topic, I outline populist 

governmentsʼ impact on the QoG worldwide. It accordingly seems that 

populist governments are inclined to adversely affect the QoG.

  Fourth, the hypothesis is proposed that PRRPs governments, similar 

to populist governments, will also adversely affect the QoG. To test the 

hypothesis, methods of “correlation analysis”, “multiple regression analysis”, 
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and “principal component analysis” are employed.

  The findings of qualitative and quantitative analyses suggest that PRRPs 

have more negative rather than positive impact on the QoG, in particular 

the “State Robustness”, “Checks and Balances”, “Government Effectiveness”, 
as well as “Degree of Corruption” aspects. As a result, though PRRPs assert 

themselves as alternatives of “corrupt”, “inefficient”, and “unrepresentative” 
traditional parties, it has been rarely evidenced that PRRPs as coalition 

partners will “reform” the establishment and subsequently facilitate the QoG.

443

千葉大学　公共研究　第 16 巻第１号（2020 年３月）

Summary of an Article in English

A Study on Sharing Economy and Legal Order in Japan

HATANAKA,Yorichika
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  In recent years, the world is sharing economy is showing rapid progress 

has that. And, to Japan of the sharing economy, there are three basic and 

fundamental problem that has not been discussed from the front in the field 

of so much law so far.

  The first is how to consider the relationship with existing business law 

regulations such as ride share regulations under the Road Traffic Act. With 

regard to this issue, if the sharing economy is not familiar with the regulations 

under the existing business law, we should not forcibly push into the existing 

business law regulations, but should build a flexible system according to the 

actual situation.

  Second, what kind of regulations should be faced against the new concept 

of sharing economy. Regarding this issue, the sharing economy is still in its 

infancy, so it should be considered based on self-regulation by the industry, 

etc., not necessarily enacting laws.

  The third is the consistency between the sharing economy's characteristic 

of “sharing” and the principle of one thing and one rights and thus the private 

property system. Both of these are consistent. First of all, one matter one 

rights principle in relation to, this principle trying to protection to the safety 

of the transaction of the things that, as well as a plurality of rights is supposed 

to coexist in goods, information and communication technology to ensure the 

development of It is not inconsistent to get. In addition, in modern society, it 
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